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障がい者福祉の充実 
 

基本事業 取組方針 

障がい者への生活支援及び
就労支援の充実 

 

地域での支援体制の充実 

●障がい者（児）の多様なニーズに応じ、適切なサービスを充実さ
せ、障がいのある人の地域生活を促進します。 

●障がい者が自立した生活を送れるよう、就労に関する支援を推進
します。 

●相談支援体制の充実を図るとともに、関係機関が連携し、障がい
者（児）のニーズに応じた支援を行います。 

●地域住民の障がいへの理解促進を図り、障がい者（児）が地域で
安心して生活できるよう環境づくりを進めます。 

 
 
多様性を認め合う地域づくり 
 

基本事業 取組方針 

じんけん教育の推進と相談
体制の充実 

 

男女共同参画の促進 

 

多文化共生の推進 

●多様化する人権問題について、差別や偏見のない社会を築くため
に、あらゆる場で人権についてまなびや理解を深める教育・啓発を
推進しながら、人材を育成します。 

●国、県、人権問題に関わる団体等との連携・協力を図りながら、
人権相談（窓口）の充実に努めます。 

●男女共同参画の理解促進のための啓発や地域活動・意思決定過程
における男女共同参画を促進します。 

●社会のあらゆる分野で女性の活躍を促進するとともに、誰もが働
きやすい環境づくりを推進します。 

●多様な文化への理解促進のための啓発や国際交流等の関係団体と
連携を図り、多文化共生を推進します。 

●市民や団体などの多文化共生の活動を支援し、外国人住民の生活
支援の充実を図ります。 

 
 
 


